
 資料１  
 

芦屋町地方創生推進委員会の位置付け 

 
１ 役 割 

  ・芦屋町人口ビジョンの策定及び見直しに関すること。 
  ・芦屋町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び見直しに関すること。 
  ・芦屋町まち・ひと・しごと創生総合戦略の評価及び検証に関すること。 
  ・その他人口減少対策及び地方創生並びに地域活性化対策に必要な事項に関すること。 
 
 
２ 構 成 

 
３ 年間の予定（PDCA サイクル） 

  ６月：推進委員会での評価（答申） 

        推進本部での評価（決定） 

     ９月：議会報告 

     １１月：推進委員会における翌年度取り組みの方向性協議 

 
※３０年度については、総合戦略の見直しを行うため、会議を別途計画する。 


